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規

則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
四
号

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
経
営
等
改
善
資
金
の
項
の
第
一
号
中

｢

遠
隔
操
縦
装
置
、｣

の
下
に

｢

サ
イ
ド
ス
ラ

ス
タ
ー
、｣

を
、

｢

五
十
万
円｣

の
下
に

｢

、
サ
イ
ド
ス
ラ
ス
タ
ー
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

一
台
に
つ
き
四
百
万
円｣

を
加
え
、
同
項
の
第
二
号
中

｢

及
び
漁
業
用
ク
レ
ー
ン｣

を

｢

、
漁
業
用

ク
レ
ー
ン
、
漁
獲
物
等
処
理
装
置
、
海
水
殺
菌
装
置
及
び
潮
流
計｣

に
、

｢

一
セ
ッ
ト
に
つ
き
八
十

万
円｣

及
び

｢

七
十
万
円

(

青
年
漁
業
者
が
中
心
と
な
つ
て
漁
業
経
営
改
善
の
た
め
の
意
欲
的
な
取

組
を
行
お
う
と
す
る
も
の
と
し
て
水
産
庁
長
官
が
定
め
る
も
の

(

以
下

｢

経
営
改
善
取
組
漁
業
者
団

体｣

と
い
う
。)

に
あ
つ
て
は
、
三
百
万
円)

｣

を

｢

五
百
万
円｣

に
改
め
、

｢

四
百
万
円｣

の
下

に

｢

、
漁
獲
物
等
処
理
装
置
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
台
に
つ
き
五
百
万
円
、
海
水
殺
菌
装

置
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
台
に
つ
き
三
百
万
円
、
潮
流
計
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

一
台
に
つ
き
五
百
万
円｣

を
加
え
、
同
項
の
第
三
号
中

｢

一
台
に
つ
き
百
万
円｣

を

｢

一
台
に
つ
き

五
百
万
円｣

に
改
め
、
同
項
の
第
四
号
中

｢

�じ

料｣

を

｢

�
料｣

に
改
め
、
同
項
の
第
四
号
の
三
中

｢

投
�じ｣

を

｢

投
�｣

に
、

｢

自
動
給
�じ

機｣

を

｢

自
動
給
�
機｣

に
、

｢

�じ

料
成
分
分
析
機｣

を

｢

�
料
成
分
分
析
機｣

に
改
め
、
同
項
の
第
五
号
中

｢

、
す
べ
り
止
め｣

を
削
り
、

｢

、
揚
網
機
安

全
装
置
及
び
船
上
ト
イ
レ｣

を

｢

及
び
揚
網
機
安
全
装
置｣

に
改
め
、

｢

、
船
上
ト
イ
レ
を
設
置
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
十
万
円｣

及
び

｢

。
た
だ
し
、
船
上
ト
イ
レ
の
設
置
に
必
要
な
資
金
に
あ
つ

て
は
、
三
年
以
内
と
す
る
。｣

を
削
り
、
同
項
の
第
六
号
中

｢

膨
張
式
救
命
い
か
だ
、｣

及
び

｢

、

救
命
浮
環
、
救
命
浮
輪
、
信
号
紅
炎｣

を
削
り
、

｢

及
び
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ｣

を

｢

、
レ

ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
及
び
小
型
漁
船
緊
急
連
絡
装
置｣

に
改
め
、

｢

膨
張
式
救
命
い
か
だ
を
購

入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
台
に
つ
き
五
十
万
円
、｣

を
削
り
、

｢

六
十
五
万
円｣

の
下
に

｢

、
小

型
漁
船
緊
急
連
絡
装
置
を
購
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
三
十
万
円｣

を
加
え
、
同
項
の
第
七
号
中

｢

、
甲
板
口
の
コ
ー
ミ
ン
グ
、
甲
板
口
の
閉
鎖
装
置｣

、

｢

、
甲
板
口
の
コ
ー
ミ
ン
グ
及
び
甲
板
口

の
閉
鎖
装
置｣

及
び

｢
そ
れ
ぞ
れ｣

を
削
り
、
同
表
生
活
改
善
資
金
の
項
の
第
三
号
中

｢

�じ

料｣

を

｢

�
料｣

に
改
め
、
同
表
青
年
漁
業
者
等
養
成
確
保
資
金
の
項
の
第
三
号
中

｢

�じ

料｣

を

｢

�
料｣

…
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に
、

｢

経
営
改
善
取
組
漁
業
者
団
体｣

を

｢

青
年
漁
業
者
が
中
心
と
な
つ
て
漁
業
経
営
改
善
の
た
め

の
意
欲
的
な
取
組
を
行
お
う
と
す
る
も
の
と
し
て
水
産
庁
長
官
が
定
め
る
も
の｣

に
改
め
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
者
で
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別

の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
農
林
水
産
省
関
係
規
定
の
施
行
等
に
関
す
る
政
令

(

平

成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
二
号)

第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
東
日

本
大
震
災
の
後
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
貸
付
け
を
受
け
る
貸
付
金
に
つ
い
て
の
第

二
条
の
表
償
還
期
間
の
欄
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
欄
中｢

七
年｣

と
あ
る
の
は｢

十
年｣

と
、

｢

一
年｣

と
あ
る
の
は

｢

四
年｣

と
、

｢

九
年｣

と
あ
る
の
は

｢

十
二
年｣

と
、

｢

三
年｣

と
あ
る
の
は

｢

六
年｣

と
、

｢
四
年｣

と
あ
る
の
は

｢

七
年｣

と
、

｢

二
年｣

と
あ
る
の
は

｢

五

年｣

と
、

｢

五
年｣

と
あ
る
の
は

｢
八
年｣

と
、

｢

十
年
以
内｣

と
あ
る
の
は

｢

十
三
年
以
内｣

と
、

｢

十
二
年｣

と
あ
る
の
は

｢

十
五
年｣

と
す
る
。

｢
｢

第
一
号
様
式
中

を

に

｣
｣

改
め
る
。

｢

第
二
号
様
式
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
三
号
様
式
の
(表)
、
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中

｢第
１
２
回

年
月

日
｣

を

｢第
１
２
回

年
月

日

第
１
３
回

年
月

日

に
改
め
る
。

第
１
４
回

年
月

日

第
１
５
回

年
月

日
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

(

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号)

附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(
精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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千
円

償
還
額

１
２
年
目

千
円

償
還
額

１
２
年
目

千
円

償
還
額

１
３
年
目

千
円

償
還
額

１
４
年
目

千
円

償
還
額

１
５
年
目

第
１
２
回

年
月
日

第
１
５
回

第
１
４
回

第
１
３
回

第
１
２
回

年
月
日

年
月
日

年
月
日

年
月
日

事

業

所

登

録

番

号

登

録

年
月
日

氏
名
又
は

名

称

住

所

名

称

所
在
地

業
務
開
始

予

定

年
月
日

備

考

������

���

平
成

��

･

�･

�
株
式
会
社

ふ
た
ば

十
和
田
市

東
四
番
町

八
の
六

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ふ
た

ば

十
和
田
市

東
四
番
町

八
の
六

平
成

��

･

�･

�
居
宅
介
護

������

���

〃

日
本
健
康

開
発
株
式

会
社

弘
前
市
大

字
八
幡
町

三
丁
目
一

の
一

ひ
な
た
茂

森

弘
前
市
大

字
南
城
西

二
丁
目
二

の
一

〃

居
宅
介
護

������

���

��

･

	･

�
有
限
会
社

青
森
介
護

サ
ー
ビ
ス

青
森
市
古

川
二
丁
目

一
五
の
七

介
護
サ
ー

ビ
ス
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

青
森
市
古

川
二
丁
目

一
五
の
七

��

･

	･

�
居
宅
介
護
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平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

小
沢
七
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標

柱
一
号
と
標
柱
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は

直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
異
業
種
交
流
会

三

代
表
者
の
氏
名

野
崎

小
五
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
に
対
し
て
、
異
業
種
と
の
交
流
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
参
加
費
の
一
部
を
少
子
化
対
策
、
環
境
保
全
な
ど
の
活
動

団
体
に
寄
付
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ひ
ら
か
わ
調
剤
薬
局

平
川
市
大
光
寺
三
村
井
二
八
の
七

平
成
��

･

�･

�

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六

む
つ
市

〃〃〃〃〃

脇
野
沢

〃〃〃〃〃

鹿
間
平

〃〃〃〃〃

六
の
六

一
八
の
三

一
七

一
七

一
二

三

七八

〃〃

〃〃

〃〃

四
の
三

四
の
六



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
フ
レ
ン
ド
ワ
ー
ク
ぼ
ん
じ
ゅ

三

代
表
者
の
氏
名

松
野

信
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
稲
村
二
七
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
が
有
す
る
能
力
及
び
適
性
に
応
じ
、
生
活
訓
練
、
作
業
体
験
、
仲
間
と

の
交
流
を
通
し
て
就
労
の
意
欲
を
啓
発
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
に
お
け
る
偏
見
を
是
正
し
、
障

害
者
の
社
会
復
帰
の
推
進
及
び
福
祉
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

中
南
地
域
県
民
局
長

田

澤

俊

明

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
目
屋

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
五
月
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

中
南
地
域
県
民
局
長

田

澤

俊

明

正

誤
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

〃監

事

小
枝

輝
男

神

勝
弘

工
藤

隆
行

弘
前
市
大
字
高
杉
字
山
下
一
三
〇
の
五

〃

〃

字
阿
部
野
三
三
の
一

〃

〃

字
神
原
七
八
の
一

平
成
��

･

�･

�

��･

�･

��

��･

�･

��

平
成
��･

�･

�

第
三
二
五
七
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

西
北
地
域
県
民
局

出
先
機
関

区

分

五

ペ
ー
ジ

上 段

表
中 行

新
住
所
五
所
川
原
市
太
田
山
の
井
三
一
の
三

誤

新
住
所
五
所
川
原
市
太
田
山
の
井
二
一
の
三

正


